
3 よしかわ議会だより

や
検
診
を
従
前
の
よ
う
に
受
け
ら
れ

る
よ
う
、
早
急
に
措
置
を
取
る
よ
う

求
め
ま
す
。

　
市
長
は
、
英
断
を
も
っ
て
速
や
か

に
善
処
す
る
よ
う
請
願
致
し
ま
す
。

⃝

件
名
は
不
正
確
な
部
分
が
あ
り
、

こ
の
ま
ま
認
め
る
の
は
難
し
い
。

⃝

請
願
の
根
本
的
な
原
因
は
、
大
久

保
ク
リ
ニ
ッ
ク
他
１
医
療
機
関
が
新

た
に
医
師
会
を
設
立
し
た
と
の
理
由

で
、
吉
川
松
伏
医
師
会
か
ら
の
除
名

で
あ
る
。
市
が
除
外
し
た
と
の
誤
解

を
招
く
記
述
が
あ
る
が
、
大
久
保
ク

リ
ニ
ッ
ク
は
、
医
師
会
か
ら
の
除
名

処
分
が
原
因
で
市
指
定
医
療
機
関
か

ら
外
れ
た
。
市
が
意
図
的
に
除
外
を

す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

⃝

現
在
係
争
中
、
調
停
中
で
あ
り
、

判
決
や
調
停
結
果
を
待
つ
べ
き
。

　
委
員
会
で
の
採
決
は
、
賛
成
者
な

し
の
不
採
択
。
し
か
し
、
従
前
通
り

に
し
て
欲
し
い
と
の
願
意
を
尊
重
し
、

付
帯
意
見
を
付
け
た
。
本
会
議
で
は
、

願
意
に
応
え
る
べ
き
と
の
賛
成
討
論

が
あ
り
、
採
決
は
賛
成
少
数
で
不
採

択
と
な
っ
た
。

　
　
12
月
２
日
（
月
）　
本
会
議
【
開
会
日
・
議
案
上
程
】

　
　
12
月
４
日
（
水
）　
本
会
議
【
議
案
審
議
】

　
　
12
月
５
日
（
木
）　
委
員
会
【
総
務
水
道
・
文
教
福
祉
】

　
　
12
月
６
日
（
金
）　
委
員
会
【
建
設
生
活
】

　
　
12
月
９
日
（
月
）　
委
員
会
【
請
願
審
査
】

　
　
12
月
11
日
（
水
）　
本
会
議
【
委
員
長
報
告
】

　
　
12
月
12
日
（
木
）　
本
会
議
【
一
般
質
問
】

　
　
12
月
13
日
（
金
）　
本
会
議
【
一
般
質
問
】

　
　
12
月
16
日
（
月
）　
本
会
議
【
一
般
質
問
・
閉
会
日
】　

次回定例会の予定
〜議会を傍聴しませんか〜

審
査
の
要
約

◆
教
育
委
員
会
委
員

　
９
月
30
日
に
任
期
満
了
と
な
る
染

谷
行
宏
氏
が
再
任
さ
れ
ま
し
た
。

◆
公
平
委
員
会
委
員

　
９
月
21
日
に
任
期
満
了
と
な
る
真

木
吉
夫
氏
が
再
任
さ
れ
ま
し
た
。

人
　
事
　
案
　
件

　
介
護
保
険
料
の
普
通
徴
収
の
納
期

は
、現
在
、６
期
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。

　
保
険
料
を
安
定
的
に
確
保
す
る
た

め
、
平
成
26
年
度
か
ら
、
８
期
に
改

定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

◆
改
定
後
の
納
期
◆

　
第
１
期
　
７
月
１
日
～
同
月
31
日

　
第
２
期
　
８
月
１
日
～
同
月
31
日

　
第
３
期
　
９
月
１
日
～
同
月
30
日

　
第
４
期
　
10
月
１
日
～
同
月
31
日

　
第
５
期
　
11
月
１
日
～
同
月
30
日

　
第
６
期
　
12
月
１
日
～
同
月
31
日

　
第
７
期
　
１
月
１
日
～
同
月
31
日

　
第
８
期
　
２
月
１
日
～
同
月
末
日

　
吉
川
第
一
地
区
の
地
区
計
画
が
、

今
年
３
月
に
変
更
さ
れ
、
建
築
物
の

敷
地
面
積
は
、
原
則
１
３
０
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
等
が
条

例
に
明
記
さ
れ
ま
し
た
。

　
今
定
例
会
で
は
、
６
件
を
上
程
し
、

次
の
５
件
を
可
決
、
内
閣
総
理
大
臣

等
へ
送
付
し
ま
し
た
。（
一
部
抜
粋
）

　
民
間
保
育
園
の
運
営
は
、
大
半
が

市
か
ら
の
保
育
委
託
料
と
運
営
費
補

助
金
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
る
が
、

保
育
委
託
料
は
、
国
が
地
域
、
定
員

規
模
、
入
所
児
童
の
年
齢
に
応
じ
て

定
め
た
保
育
単
価
を
基
に
算
出
さ
れ

て
い
る
。

　
こ
の
「
地
域
」
の
区
分
に
お
い
て

吉
川
市
は
「
そ
の
他
の
地
域
」
と
さ

れ
、
近
隣
の
越
谷
市
、
三
郷
市
、
草

加
市
、
春
日
部
市
と
比
べ
て
保
育
単

価
が
低
く
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
生

活
圏
を
同
じ
く
す
る
こ
れ
ら
の
近
隣

市
と
民
間
賃
金
、
物
価
、
生
活
水
準

等
の
面
で
同
一
水
準
に
あ
り
、
保
育

単
価
の
多
寡
は
保
育
士
の
雇
用
や
園

の
経
営
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

　
是
非
と
も
、
保
育
所
運
営
費
に
係

る
地
域
区
部
の
見
直
し
を
し
て
い
た

だ
く
よ
う
求
め
る
。

　
子
ど
も
を
扶
養
し
て
い
る
婚
姻
歴

の
な
い
母
子
家
庭
の
母
に
は
、
所
得

税
法
の
定
め
る
「
寡
婦
控
除
」
が
適

用
さ
れ
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
算
定

さ
れ
た
所
得
が
、
所
得
税
、
住
民
税
、

公
営
住
宅
入
居
資
格
及
び
そ
の
賃
料
、

保
育
料
等
の
算
定
の
た
め
の
基
準
と

さ
れ
る
結
果
、
同
じ
母
子
世
帯
で
あ

り
な
が
ら
、
婚
姻
歴
の
な
い
母
子
家

庭
の
母
は
所
得
が
高
く
設
定
さ
れ
て

し
ま
う
。

　
よ
っ
て
、
政
府
に
お
い
て
は
、
税

法
の
寡
婦
控
除
制
度
を
改
正
し
、
婚

姻
歴
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
税
法
上

の
「
寡
婦
」
と
し
て
控
除
を
適
用
す

る
よ
う
求
め
る
。

　
地
方
財
政
は
、
社
会
保
障
関
連
費

等
の
財
政
需
要
の
増
加
や
地
方
税
収

の
低
迷
等
に
よ
り
、
厳
し
い
状
況
が

続
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
、
基
礎

自
治
体
で
あ
る
市
が
、
住
民
サ
ー
ビ

ス
や
ま
ち
づ
く
り
を
安
定
的
に
行
う

た
め
に
は
、
地
方
税
財
源
の
充
実
確

保
が
不
可
欠
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
国

に
お
い
て
は
、
左
記
事
項
を
実
現
さ

れ
る
よ
う
強
く
求
め
る
。

一
、
地
方
単
独
事
業
を
含
め
た
社
会

保
障
関
係
費
の
増
な
ど
地
方
の
財
政

需
要
を
、
地
方
財
政
計
画
に
的
確
に

反
映
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
般
財
源

総
額
を
確
保
す
る
こ
と
。
他
10
項
目

　
東
京
電
力
福
島
第
一
原
発
事
故
に

伴
う
放
射
能
汚
染
水
漏
れ
問
題
は
深

刻
で
あ
る
。
４
月
に
問
題
が
相
次
い

で
発
覚
し
て
以
来
、
東
電
任
せ
に
し

て
き
た
政
府
の
責
任
は
重
大
で
あ
る
。

放
射
能
汚
染
水
問
題
は
、
さ
ら
に
拡

大
し
か
ね
な
い
事
態
で
あ
る
。

　
よ
っ
て
、
政
府
は
第
一
に
収
束
と

は
程
遠
い
非
常
事
態
と
認
識
す
る
こ

と
。
第
二
に
、
文
字
通
り
国
が
主
体

と
な
る
態
勢
に
転
換
す
る
こ
と
。
第

三
に
、
政
府
の
責
任
で
汚
染
の
事
態

や
原
因
の
全
容
を
調
査
・
把
握
し
て

国
民
に
明
ら
か
に
し
、
内
外
の
英
知

を
総
結
集
し
た
打
開
策
を
立
て
直
し
、

実
施
す
る
こ
と
。

　
政
府
に
お
い
て
は
、
若
い
世
代
が

仕
事
と
生
活
の
調
和
を
保
ち
、
安
心

し
て
働
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
社

会
の
実
現
を
め
ざ
し
、
一
層
の
取
り

組
み
を
進
め
る
べ
く
以
下
の
事
項
に

つ
い
て
適
切
に
対
策
を
講
じ
る
よ
う

強
く
求
め
る
。

一
、
世
帯
収
入
の
増
加
に
向
け
て
、

政
労
使
に
よ
る
「
賃
金
の
配
分
に
関

す
る
ル
ー
ル
」
作
り
を
進
め
る
こ
と
。

ま
た
、
正
規
・
非
正
規
間
の
格
差
是

正
、
子
育
て
支
援
な
ど
、
総
合
的
な

支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
最
低
賃
金

引
き
上
げ
に
向
け
た
環
境
整
備
を
進

め
る
こ
と
　
　
　
　
　
　
他
３
項
目

　
今
定
例
会
で
は
、
１
件
の
請
願
が

提
出
さ
れ
、
審
議
の
結
果
、
不
採
択

と
な
り
ま
し
た
。

　
請
願
の
要
旨
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　請
願
者
　
　
吉
川
市
民
の
健
康
・
子

　
　
　
　
　
供
達
の
健
康
を
守
る
会

　
　
　
　
　
代
表
　
内
水
　
龍
子

紹
介
議
員
　
稲
垣
　
茂
行

　
　
　
　
　
稲
葉
　
剛
治

　
現
在
、
吉
川
市
民
は
、
通
常
無
料

で
受
け
ら
れ
る
公
費
予
防
接
種
と
一

部
助
成
の
子
宮
ガ
ン
検
診
を
、
従
来

通
り
、
大
久
保
ク
リ
ニ
ッ
ク
で
受
け

る
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
と
い
う
異

常
事
態
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
吉
川
市
内
で
唯
一
の
産
科
施
設
で

あ
る
大
久
保
ク
リ
ニ
ッ
ク
を
か
か
り

つ
け
医
と
す
る
市
民
は
、
大
変
な
迷

惑
を
蒙
っ
て
い
ま
す
。

　
吉
川
市
が
、
こ
の
よ
う
な
異
常
事

態
を
一
日
も
早
く
解
消
し
、
市
民
が

大
久
保
ク
リ
ニ
ッ
ク
で
、
予
防
接
種

議
員
提
出
議
案

請
　

願

　意見書の全文は、ホームページ

でご覧になれます。

本会議の会議録や

議会活動なども掲

載しています。

ホームページをご利用ください…

検 索吉川市議会

保
育
所
運
営
費
に
係
る
地
域
区
分
の

見
直
し
を
求
め
る
意
見
書

「
地
方
税
財
源
の
充
実
確
保
」
等
を

求
め
る
意
見
書

若
い
世
代
が
安
心
し
て
就
労
で
き
る

環
境
等
の
整
備
を
求
め
る
意
見
書

大
久
保
ク
リ
ニ
ッ
ク
で
公
費
予
防
接

種
と
公
費
助
成
の
子
宮
ガ
ン
検
診
が

受
け
ら
れ
る
よ
う
に
求
め
る
請
願

婚
姻
歴
の
な
い
母
子
家
庭
の
母
に
つ

い
て
も
税
法
上
の
「
寡
婦
」
と
み
な

し
控
除
を
適
用
す
る
こ
と
を
求
め
る

意
見
書

福
島
第
一
原
発
事
故
に
伴
う
放
射
能

汚
染
水
の
抜
本
的
対
策
を
求
め
る
意

見
書

意
見
書

介
護
保
険
料

普
通
徴
収
の
納
期
改
定

吉
川
第
一
地
区
地
区
計
画

変
更
に
伴
い
条
例
改
正


